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【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所 
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時 

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/ 
〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階 

 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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遺産分割を進める際に、面識のない相続人がいることが判明した、というケースも少

なくありません。今回のニュースレターでは、面識のない相続人がいる場合の遺産分割

について、解説させていただきます。 

１ 面識のない相続人との協議 

    面識のない相続人としては、被相続人と前妻との間の子、異母（異父）兄弟や異母

（異父）姉妹、認知している婚外子などが考えられます。被相続人の遺言がない場合

には、遺産分割協議を相続人全員で行わなければなりません。そのため、面識のない

相続人にも遺産分割協議に参加してもらったり、遺産分割協議書にサインをしてもら

ったりしなければ、いつまでも遺産分割の手続を終わらせることはできません。 

  ２ 連絡先の確認と連絡方法 

面識のない相続人へのアクセスについては、戸籍謄本類や戸籍の附票、住民票など

をたどれば、現住所を確認することができます。そして、現住所を確認できれば、ま

ずは手紙を送って連絡を取るのが通常です。いきなりの電話や訪問では、迷惑がられ

ることも考えられるため、手紙を送るのがベストと考えられます。面識のない相続人

と連絡を取ることは、不安も大きいことと思いますので、弁護士を窓口として対応さ

れることもご検討ください。 

３ 最初に連絡を取る際の注意点 

    面識のない相続人に送る手紙では、いきなり自分たちの主張を書いたり、いきなり

相続放棄を求めたり、いきなり出来上がった遺産分割協議書にサインを求めたりする

ことは、避けるべきです。見ず知らずの人からそのような手紙が届けば、腹立たしく

感じるでしょうし、遺産分割協議が円滑に進められなくなってしまうことが考えられ

ます。最初に送る手紙では、被相続人が亡くなったことと、先方にも相続権があるこ

となどを簡単に説明するにとどめます。そして、先方の意見を聞きたい旨を記載し、

まずは先方からの連絡を待つという対応で進めていきます。その上で、先方からの連

絡があった場合には、改めて現状を説明した上で、先方の意見を聞きながら、遺産分

割の話し合いを進めていくとよいでしょう。丁寧に説明をし、礼儀を尽くして対応す

ることで、先方が遺産を受け取らないことで同意してくれることも多いです。 

４ 協議が成立しない場合の対応 

    以上のように手を尽くしたとしても、遺産分割協議の成立に至らないこともありま

す。そのような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てて、解決を

目指すこととなります。 

面識のない相続人との遺産分割についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。 
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